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学校法人における資産運用について（通知）

学校法人における資産運用については，寄附行為及びこれに基づく関連諸規程等に

則って各学校法人の責任において行われているところですが，現下の国際金融情勢等

を受け，各学校法人に対し，資産運用に関する注意を喚起する観点から，このたび，

学校法人運営調査委員会（文部科学省組織規則（平成13年文部科学省令第１号）第45

条に規定する学校法人運営調査委員の会議をいう。）において，別紙のとおり「学校

法人の資産運用について」（意見）が取りまとめられました。

ついては，この意見の趣旨を十分御理解いただき，現状の再点検，必要な規程の整

備等に努めていただくようお願いします。
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「学校法人の資産運用について」（意見）

一般に学校法人がどのような方法で資産の運用を行うかについては、各学校
法人が寄附行為や関連諸規程等に従い、自らの責任において決定するものであ
る。その際、資産の効率的な運用を図ることが一般論としては求められるが、
一方で、学校法人の資産は、その設置する学校の教育研究活動を安定的・継続
的に支えるための大切な財産であるため、運用の安全性を重視することが求め
られることは言うまでもない。学校法人の運営は、学生生徒等の納付金、善意
の浄財である寄附金、国民の税金からなる補助金によって支えられていること
を忘れてはならない。

学校法人の資産運用の形態としては、預金や公共債（国債・地方債・政府保
証債）等の保有のほか、近年、仕組債やデリバティブ（金融派生商品）取引な
どの新たな金融商品による運用も目立つようになっている。特に、デリバティ
ブ取引は、金融の自由化、国際化の流れの中で、金融・証券市場で大きく拡大
しており、市場における金利や為替の変動リスク回避の手段として利用される
ほか、それ自体が投資目的としても利用され、少ない投資金額で多額の利益を
得うる反面、多大の損失を被るリスクもあるとされる。仕組債も一般にデリバ
ティブが組み込まれた債券とされ、必ずしも元本保証のあるものではない。

学校法人としては、現下の国際金融情勢等も十分に踏まえ、元本が保証され
ない金融商品による資産運用については、その必要性やリスクを十分に考慮し、
特に慎重に取り扱うべきである。学校法人の理事長を含む理事は学校法人に対
して善良な管理者の注意義務を負っていること、また資産運用に従事する学校
法人職員もその職責に相応する注意義務を負っていることを再認識する必要が
あろう。

以上のように、公教育を担う学校法人の資産運用については、その安全性の
確保に十分留意し、必要な規程等の整備を行い、学校法人としての責任ある意
思決定を行うとともに、執行管理についても規程等に基づいて適正に行うなど、
統制環境の確立に努める必要がある。具体的には、学校法人経営の最終的な意
思決定及び理事の職務執行の監督を掌る機関は理事会であることを前提とした
上で、資産運用関係規程の整備等を通じ、①安全性の重視など資産運用の基本
方針、②理事会・理事長・担当理事・実務担当者など資産運用関係者の権限と
責任、③具体的な意思決定の手続、④理事会等による運用状況のモニタリング
など執行管理の手続、⑤教育研究活動の充実改善のための計画に照らした資産
運用の期間及び成果の目標、⑥保有し得る有価証券や行い得る取引等の内容、
⑦資産運用に係る限度額等の明確化に努めるなど、資産運用に係る意思決定と
執行管理の一層の適正化を図ることが重要と考える。

各学校法人には、資産運用に関する責任ある意思決定と執行管理が行われる
体制を確立されるよう、不断の点検を求めたい。

〔別紙〕




